
◎航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律 
（令和元年六月一九日法律第三八号）   

一、 提案理由（平成三一年四月九日・参議院国土交通委員会） 

○国務大臣（石井啓一君） ただいま議題となりました航空法及び運輸安全委員会設置

法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 

 我が国において、二〇二〇年半ばの初号機納入を目指して新たな国産航空機の開発が

現在進められております。また、当該国産航空機の開発を契機に国内の航空機産業が発

展、拡大していくことが期待されております。このように国産航空機の就航後、我が国

は航空機設計国となることから、国際民間航空条約上の航空機設計国の責務を果たす必

要があります。 

 また、昨今、航空機乗組員の飲酒に起因する不適切事案が連続して発生しているとと

もに、無人航空機の急速な普及に伴い、航空機と接近する事案や第三者が負傷する事案

が発生しております。このため、航空機乗組員に対する規律強化と急速に普及している

無人航空機の更なる安全確保を図る必要があります。 

 さらに、近年の航空機システムのデジタル化、高度化に対応し、民間能力を活用した

合理的な航空機の安全確保の仕組みへ改める必要があります。 

 このような趣旨から、この度この法律案を提案することとした次第です。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、国産航空機の安全性への信頼を確保するとともに、その円滑な輸出を後押し

するため、国産航空機の航空機メーカーに対して当該国産航空機の不具合情報の国への

報告を義務付けるとともに、迅速かつ適切に修理改造ができるよう国による修理改造手

順の承認制度を創設することとしております。 

 第二に、航空機の運航等の更なる安全を確保するため、飲酒等の影響により航空機の

正常な運航ができないおそれがある間に航空機の操縦を行った場合の罰則を強化すると

ともに、無人航空機の飛行の方法について飛行前点検の遵守や航空機との衝突予防等を

義務付けることとしております。 

 第三に、近年の航空分野における技術の進展を踏まえ、民間能力も活用して合理的に

航空機の安全確保を図るため、国が十分な整備能力を有すると認定した航空機使用者に

よって適切に整備が実施されている航空機について、原則は一年である耐空証明の有効

期間を延長できる仕組みの構築を行うこととしております。 

 第四に、運輸安全委員会による事故等に関する調査についても、我が国が国際民間航

空条約上の航空機設計国の責務を適切に果たすため調査対象となる航空事故の兆候の範

囲を拡大するとともに、調査を終える前においても、事故等の原因関係者等に対して必

要な勧告ができることとしております。 

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上がこの法律案を提案する理由であります。 



 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

二、 参議院国土交通委員長報告（平成三一年四月一二日） 

○羽田雄一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、最近における航空機及び無人航空機をめぐる状況に鑑み、航空機及びそ

の航行の安全並びに無人航空機の飛行の安全の一層の向上を図るため、航空機の耐空性

の維持に関する制度の整備、無人航空機の飛行に係る規制の強化、運輸安全委員会の航

空事故等に係る調査対象の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、新たな国産航空機の安全性の確保策、無人航空機の利活用に

資する制度整備の必要性、航空機検査の在り方及び運輸安全委員会の組織体制の充実方

策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山添拓委員より本法

律案に反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（平成三一年四月一一日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全

を期すべきである。 

一 今後の国産航空機の就航に当たっては、国際民間航空条約上の航空機の設計及び製

造国政府としての役割・責任を確実に果たすとともに、新たな国際基準の策定等、世

界的な航空機の安全性向上のために必要な活動に貢献すること。 

二 航空機の安全確保を図るため、装備品等の設計・製造者、航空会社を始めとする航

空機の使用者、航空機整備会社等の航空機の安全確保に関連する民間事業者等の認定

に当たっては、厳格に実施するとともに、民間事業者等に対する監督等を適時適切に

行うこと。また、産業競争力の源泉となる民間事業者の技術等の情報管理に係る措置

の徹底を促すこと。 

三 航空機整備検査認定制度の活用等に伴い、国による更新耐空証明検査を実施する機

会の減少が見込まれることから、航空機検査官の育成及び技量維持に係る取組を進め

ること。 

四 航空機乗組員の飲酒等による不適切事案については、その発生に至る背景について、

十分な分析を行うとともに、航空運送事業者に対し、従来にも増して航空機乗組員の

心身の健康状態を適切に把握・考慮できるような体制の確立に向け、必要な助言・指

導を行うこと。 

五 無人航空機の利活用の促進が求められている状況を踏まえ、事故やトラブル等を未



然に防止することを目的とした飛行ルールの遵守事項の周知徹底が図られるよう、関

係機関との連携に十分配慮すること。また、事故情報の分析等を行うことが事故等の

再発防止に資することから、引き続き、事故等の情報の適切な把握に努めること。 

六 運輸安全委員会において、事故調査の報告までに一定の時間を要している現状を踏

まえ、組織としての独立性を確保しつつ、航空事故の再発防止を目的とした組織体制

の充実を図ること。 

  右決議する。 

三、衆議院国土交通委員長報告（令和元年六月一三日） 

○谷公一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、最近における航空機等をめぐる状況に鑑み、航空機及びその航行の安全並び

に無人航空機の飛行の安全の一層の向上を図るための措置を講じようとするもので、そ

の主な内容は、 

 第一に、国産航空機の円滑な輸出を後押しするため、国産航空機メーカーに対して当

該機のふぐあい情報の国への報告を義務づけるとともに、迅速かつ適切に修理改造がで

きるよう、国による修理改造手順の承認制度を創設すること、 

 第二に、飲酒等の影響により正常な運航ができないおそれがある間に航空機の操縦を

行った場合の罰則を強化するとともに、無人航空機の飛行について、飛行前点検の遵守

等を義務づけること、 

 第三に、航空機設計国の責務を果たすため、運輸安全委員会による調査対象範囲を拡

大すること 

などであります。 

 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十八日本委員会に付託され、翌二十九

日石井国土交通大臣から提案理由の説明を聴取するとともに、六月五日、法案審査に資

するため、国産航空機ＭＲＪの開発が進められている三菱重工小牧南工場等の視察を行

いました。次いで、七日及び十二日に質疑を行い、質疑終了後、討論を行い、採決の結

果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

〇附帯決議（令和元年六月一二日） 

 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全

を期すべきである。 

一 今後の国産航空機の就航に当たっては、国際民間航空条約上の航空機の設計及び製

造国政府としての役割・責任を確実に果たすとともに、新たな国際基準の策定等、世

界的な航空機の安全性向上のために必要な活動に貢献すること。 

二 国産航空機の就航後の安全運航の維持及び我が国航空機産業の更なる発展のため、



航空機の安全性審査能力の維持・向上に努めること。 

三 航空機の安全確保における民間能力の活用に当たっては、装備品等の設計・製造者、

航空会社を始めとする航空機の使用者、航空機整備会社等の航空機の安全確保に関連

する民間事業者等に対する認定を適切に実施するとともに、航空機の安全性が確保さ

れるよう厳格な指導・監督を行うこと。また、民間事業者の指導・監督に必要な体制

の充実を図ること。 

四 航空機乗組員の飲酒等による不適切事案については、その発生に至る背景について、

十分な分析を行うこと。また、航空運送事業者に対し、従来にも増して航空機乗組員

の心身の健康状態を適切に把握・考慮できるような体制の確立に向け、必要な助言・

指導を行うとともに、航空に携わる関係者に対し、飲酒に係る意識改革の徹底を促す

こと。 

五 無人航空機に係る事故やトラブル等を未然に防止するとともに、今後の更なる利活

用の拡大に対応するため、無人航空機の技術開発の動向や利活用の状況を見極めつつ、

機体の安全性認証、操縦者・運航管理者の技能などの安全確保のための方策について、

引き続き検討を進めること。 

六 運輸安全委員会において、事故調査の報告までに一定の時間を要している現状を踏

まえ、組織としての独立性を確保しつつ、航空事故の再発防止等の観点から、早急か

つ適確な事故調査を実施するための人材の育成、組織体制の充実を図ること。 

 


